
〈リフォームの場合〉 利用できる制度は3つ ※新築と同様

先進的窓リノベ2024事業 給湯省エネ2024事業　

補助対象 全世帯 補助対象

対象住宅 既存住宅 ※集合住宅含む 全世帯

建築から１年経過している又は過去に人が居住していた住宅 対象機器　※高効率給湯器 補助額

対象工事 補助額 エコキュート

開口部(窓)の断熱改修 工事内容に応じて定額 (ヒートポンプ給湯器)

　ガラス交換 ハイブリッド給湯器 基本額10万円(最大15万円)

　内窓設置 上限200万円／戸 エネファーム

　外窓交換　 カバー工法・はつり工法 ※合計補助額５万円以上 (家庭用燃料電池)

※ドア交換 カバー工法・はつり工法 それぞれの性能要件を満たし、補助対象製品として登録されたものが

カバー工法　 ：既存枠を残して新たな窓・ドアに交換するもの 工事の内容、住宅の建て方、 補助対象になります。

はつり工法 ：既存枠を取り除き新たな窓・ドアに交換するもの 対象商品の性能とサイズに 加算要件を満たしていば、基本額に加算額が上乗せされます。

※ドア交換は、窓の断熱改修と合わせて契約するものに限る よって補助額異なる

補助対象となる窓は、本事業の性能要件を満たしている製品に限ります。

詳細についてはこちらから確認できます。

https://window-renovation2024.env.go.jp/construction/glass.html

子育てエコホーム支援事業

補助対象 全世帯　※ただし、家族構成によって補助額異なる

対象工事 補助額

省エネ改修 子育て・若者夫婦世帯

①開口部(窓)の断熱改修

②外壁、屋根、天井または床の断熱改修 いずれか必須

③エコ住宅設備の設置

A(必須工事)と同時に行う場合のみ補助対象

④子育て対応改修

⑤防災性向上改修 その他の世帯

⑥バリアフリー改修 　　Aの工事を行った場合に限る

⑦空気清浄機・換気機能付きエアコンの設置 (任意工事)

⑧リフォーム瑕疵保険等への加入

※1 自ら居住するために購入した既存住宅に行うリフォーム工事

例外として、「先進的窓リノベ2024事業」または「給湯省エネ2024事業」において交付決定 ●売買契約額が100万円(税込み)以上

している場合は、Aのいずれかの工事を含んでいるものとみなし、1申請あたりの合計補助額が ●R5.11.2以降に売買契約をしたもので、締結日から3ヶ月以内にリフォーム

２万円以上であれば補助対象となります。 請負契約をする場合に限る

基本額8万円(最大13万円)

基本額18万円(最大20万円)

 A
　既存住宅を購入し、リフォームを行う場合※1 　上限60万円／戸

　長期優良住宅リフォームを行う場合

　(増築・改築)
　上限45万円／戸

1申請あたり 合計 ５万円以上で補助対象

　上記以外のリフォームの場合 　上限30万円／戸

 B 　長期優良住宅リフォームを行う場合

　(増築・改築)
　上限30万円／戸

　上記以外のリフォームの場合 　上限20万円／戸
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